
重層的支援体制整備事業について

佐世保市 保健福祉部 地域福祉推進室



事業創設の背景
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8050問題、ひきこもり

ダブルケア、
ヤングケアラー

複雑・複合化した課題

制度の狭間の課題 ごみ屋敷

重層的支援体制整備事業の実施について（実務等）より抜粋 厚生労働省



包括的な支援体制を整備する「３つの柱」による支援
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重層的支援体制整備事業を実施するには、以下のすべて事業の実施が必要

事業 内容 既存制度の対象事業

①包括的相談支援事業
すべての相談を受け止め、必要に応じ、
関係機関へつなぎ、連携して支援する

【高齢】地域包括支援センターの運営

【障がい】障害者相談支援事業

【子ども】利用者支援事業

【困窮】自立相談支援事業

②地域づくり事業
世代や属性を超えて交流できる場や
居場所の整備を行う

【高齢】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定
めるもの（地域介護予防活動支援事業）

【介護】生活支援体制整備事業

【障がい】地域活動支援センター事業

【子ども】地域子育て支援拠点事業

【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり事業

③多機関協働事業
課題が複雑化した相談に対し、支援機
関の役割や関係性を調整する

令和5年度から佐世保市社会福祉協議会へ委託

④アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

必要な支援が届いていない方とのつ
ながりづくりに向けた支援を行う

令和７年度から佐世保市社会福祉協議会へ委託

⑤参加支援事業
相談者と地域、専門職等とのつなが
りを支援する

令和７年度から佐世保市社会福祉協議会へ委託
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重層的支援体制整備事業を構成する「５つの事業」
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まとめ

これらの事業を推進し、地域と支援関係者が協働し、
誰一人取り残さない包括的な支援体制の実現を目指す

■相談支援・地域づくり事業（既存事業）
世代、属性を問わない相談支援や地域活動を推進
※重層的支援体制整備事業の交付金の活用

■新たな事業
・多機関協働事業：支援者を支援するための仕組みづくり
※重層的支援会議、支援会議の活用

・アウトリーチ等を通じた継続的事業：支援が届いていない人に支援を届ける
※地域住民等と連携し、潜在的な相談者や支援に否定的な人を見つけ、相談につなげる

・参加支援事業：社会とのつながりを作る支援を行う
※既存の事業では対応できない社会参加に向けた支援を社会資源を活用して行う。

〇重層的支援体制整備事業は、既存の福祉制度だけでは対応が難しい、
複雑・複合化した課題を抱える地域住民と支援関係者の双方を支える仕組みづくりの事業

〇相談支援・参加支援・地域づくりを一体的に進め、支援機関や地域関係者が相談を断らず受
け止め、つながり続ける支援体制を創っていく



ご清聴ありがとうございました。

佐世保市の重層事業担当

【重層事業について】

佐世保市 保健福祉部 地域福祉推進室

住所 佐世保市高砂町5-1 中央保健福祉センター（すこやかプラザ）5階
電話 0956-24-1111（内線5516）

【相談窓口について】

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会
総合相談支援課（重層事業担当）

住所 佐世保市八幡町6-1 ２階
電話 0956-23-3174（代表） 0956-24-1184（窓口直通）
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